
別表第１（第２条関係） 

会費の等級 会費の年額 会費の等級 会費の年額 

１級 ４００,０００円 １２級 ４０,０００円 

２級 ３５０,０００円 １３級 ３５,０００円 

３級 ３００,０００円 １４級 ３０,０００円 

４級 ２５０,０００円 １５級 ２５,０００円 

５級 ２００,０００円 １６級 ２０,０００円 

６級 １５０,０００円 １７級 １５,０００円 

７級 １００,０００円 １８級 １１,０００円 

８級 ８０,０００円 １９級 ８,０００円 

９級 ７０,０００円 ２０級 ７,０００円 

１０級 ６０,０００円 ２１級 ６,０００円 

１１級 ５０,０００円 

別表第２（第３条関係） 

会費の等級 

算定基準 

個人・団体 従業員割等級 

法人 （資本金割等級＋従業員割等級）÷２ 

等級基準 

従業員割 
等級 

商業・サ ービ ス業 工 業 ・ 製 造 業 
資本金割 

２１ １人以下 ４人以下 １００万円未満 

１９・２０ ２人以上 ５人以上 １００万円以上 

１７・１８ ５人以上 １０人以上 ２００万円以上 

１５・１６ １０人以上 ２０人以上 ５００万円以上 

１３・１４ ２０人以上 ３０人以上 ８００万円以上 

１１・１２ ３０人以上 ５０人以上 １千万円以上 

９・１０ ４０人以上 １００人以上 ２千万円以上 

７・ ８ ６０人以上 ２００人以上 ５千万円以上 

５・ ６ ８０人以上 ３００人以上 １億円以上 

３・ ４ １００人以上 ５００人以上 ５億円以上 

１・ ２ １５０人以上 １,０００人以上 １０億円以上 

（注意） 

・この基準で算出した等級が企業の現況にてらして不適当なときは、調整することとする。 

・管内に本社を置く法人で、管内に系列法人を設立又は設置している場合における系列法人の会費 

負担等級は、「会費負担基準表」による基準等級の１．５倍相当の等級とする。 

ただし、その等級が２２級以上となるときは、『２２級 ５，０００円』とする。


